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　2023 年のセミナーでは，これまでの男女共同参画に向
けた活動を総括し，課題抽出および整理することを目指
して，「水環境分野におけるジェンダー平等って進んだ
の？」というテーマのもと，2023 年 3 月 17 日（金）の
午後に 2 名の講師に話題提供いただきました。これまで
本会の男女共同参画の推進に尽力してきた，金沢大学名
誉教授の池本先生には，本会および大学における男女共
同参画の現状と今後の課題についてお話しいただきまし
た。また，近年，男女共同参画推進の要とされる男性社
員の育児休業取得について，日水コン　コンサルティン
グ本部の松原康一様より，男性の育児休業について，育
児休業取得の当事者目線でお話しいただきました。
（1）男女共同参画活動の総括と今後の課題について
� （池本良子先生）
　はじめに，金沢大学における女性研究者の支援活動に
ついてご紹介いただきました。文部科学省では，第 6 期
科学技術・イノベーション基本計画（令和 3 年 3 月閣議
決定）に基づき，女性研究者の採用割合に関して，2025
年度までに理学系 20％，工学系 15％，農学系 30％など
の目標を掲げ，達成に向けた取り組みを産官学の総力を
結集して推進してきました。金沢大学では，平成 13 年に
男女共同参画推進委員会を立ち上げ，「女性研究者支援モ
デル育成事業」など，4 回の予算支援を活用することで，
女性研究者の増加，環境整備および研究力向上に向けた
様々な支援を展開してきました。理工系では採用時に女
性に限定した公募を実施した結果，女性教員率の割合は
増加傾向にあり，取り組み開始時の 13.6％から 18.4％に
まで増加しました。ただし，実際には女性応募者が少な
いこともあり，目標値 20％には到達しておらず，さらな
る支援が必要な状況にあります。池本先生はこれまでに，
女性研究者の科研費獲得割合が高いことや，研究成果が
高いことをデータで示すことで，学内の理解と協力を得
るための努力を続けてきました。
　続いて，水環境分野での男女共同参画について以下の
ように総括していただきました。日本水環境学会では，
2015 年 6 月に男女共同参画委員会を立ち上げ，関東支部
の活動から学会本体の活動へと展開してきました。日本
水環境学会のホームページで学会会員の男女割合を公表
していますが，女性会員は 15％程度にとどまっています。
学生会員は女性比率が～ 50％であることを考えると，女
子学生がこの分野に残っていないことが気になっていま
す。日本水環境学会の理事の女性割合はさらに少なく，運
営理事では大河内先生 1 名のみとなっています。まずは，
運営組織について男女共同を意識した構成にしてみては
いかがでしょうか？近年では色々な審議会において，女性
委員の割合を40～50％とする目標が掲げられています。た
だし，実際には女性の専門家が圧倒的に不足しており，成
り手がいないことに対して危惧を感じております。本会の
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女子学生が研究者として活躍する未来を期待しています。
　最後に，女性研究者として参加者に向けて以下のメッ
セージをいただきました。家事育児は実際には本当に大
変で，女性が頑張らないといけないことが多いように思
います。そのことを男性は理解すべきであり，女性研究
者は頑張らないといけないけれど，頑張りすぎないよう
に，時々周囲に甘えることも大事になります。甘えすぎ
ないけれど，時々甘えること，そしてそれを周囲が許す
ことが大事だと感じています。
（2）ダイバーシティと男性の育児休業（松原康一様）
　はじめに，「なぜ男性の育児休業が必要なのか」につい
て，社会・組織（会社）・個人の視点から説明いただきま
した。社会的な視点として，男性の育児休業（育休）に
よって出生率の上昇，および女性活躍機会の増加がすで
にデータで示されています。また，組織（会社）にとっ
ても，ダイバーシティーの推進は人材確保の面で避けて
は通れません。個人の視点から見ても，幸福度が増すこ
とは当然の帰結となります。男性が育休を取り，家事・
育児時間が増えることで，次の子どもを産みたいという
余裕ができ，出生率の増加につながることが期待できま
す。このように，会社や組織は，社会と価値観の共有が
できないと生き残れなくなっています。
　松原様は 2018 年 2 月に第一子が誕生した際に 9 ヵ月の
育児休業を取得しました。育児休業は育児休暇とは違い，
休業中は雇用保険から給付金が支払われ，社会保険料が
部分免除されます。続いて 2020 年 4 月に第 2 子が誕生し，
仕事の都合などもあり，育児休業を取得せずに 2021 年 3
月 1 日から 1 ヵ月半程度，有休と在宅勤務制度を利用し
て第 2 子を自宅保育しました。この間に一人で育児をす
る期間があり，当事者となって実際に育児に取り組んだ
際の孤立感や大変さ，難しさなどを経験してきました。
　男性が育休を取得しにくい理由として，仕事に対する
責任感や，近くに相談できる育休経験者がいないことや，
希望する異動が言いにくくなることなどがあるかもしれ
ません。また，現場では，上司の過度な期待や，達成困
難なノルマなどが原因となり得ます。男性の育休取得を
促すには，男性が制度をきちんと理解することが大事に
なります。また，上司・同僚としては，「休まれたら困
る」状態に対する課題を明らかにするとともに，「いない
と仕事が回らない」状態の次の打つ手が必要となります。
　講演の最後に，参加者に向けて以下のメッセージをい
ただきました。①育児だけでなく生きていくのはそれぞ
れ大変であること，②子どもを持つかどうかも人生の選
択の一つであること，③社会と価値観を共有し，多様な
価値観を想像して，人材を確保しないと生き残れないこ
と，④子どもの「一瞬」は人生で一回しかないこと，⑤
大人が学ぶためには自ら発信することが近道であること
を，今回の講演を通して学ぶことができました。


